
『親子交流支援』で守っていただくルール 

NPO 法人しんぐるサポートセンター福岡 

1. ご利用の同意について 

当センターの支援を受けるには、父母双方の同意が必要です。 

2. 交流方法に関する紛争がある場合 

親子交流の方法などについて父母間で争いがある場合、支援は行えません。 

3. 親子交流の基本的な考え方 

親子交流は親の責任のもとで行われ、安全の確保とお子さまの福祉を最優先にしていた

だくことをご理解ください。 

4. 禁止行為について 

事前面談や交流中に、暴力・脅迫・暴言・連れ去り・飲酒・酒気帯びなどの行為があった

場合、支援の開始及び継続をお断りします。 

5. 時間厳守のお願い 

遅刻のないようご協力をお願いします。やむを得ず遅れる場合は、必ず事前にご連絡く

ださい。遅刻された場合でも、支援は予定どおりの時間で終了します。 

6. 交流日時の変更・キャンセルについて 

突然の病気などの緊急事態を除き、日時決定後の変更やキャンセルはできません。緊急

事態の場合、相手方の同意とセンターの空き状況により、同月内で振替が可能です。そ

れ以外のキャンセルの場合、その月の交流は中止となります。 

7. プレゼントについて 

事前面談で打ち合わせたもの、または同居親の同意があるもの以外のプレゼントはお控

えください。スタッフが同居親に確認することも可能ですので、スタッフにご相談ください。 

8. 交流に参加できる方について 

親子交流に参加できるのは別居親のみです。祖父母などの親族が同伴する場合は、同

居親の同意が必要です。 

9. 同居親の同席について 

お子さまが乳児などで、同居親が不安を感じる場合でも、交流の場に同居親が同席する

ことはできません。その際は、交流場所の近くで待機していただくようご案内します。 

10．撮影について 

写真やビデオ撮影は、事前面談で同居親の同意がある範囲で可能です。スタッフの撮影

はご遠慮ください。 

11．支援方法の変更と継続について 

親子交流に不安がある場合も、回数を重ねることで徐々に慣れていただけます。父母双

方の同意があれば、支援方法を「付き添い型」から「受け渡し型」へ変更することも可能で

す。利用開始から 1 年後には、支援継続について父母双方と面談を行い、ご希望があれ

ば利用を更新できます。 

以上     


